
はじめに

　米国では，全ての児童・生徒への学校教育の成果に対

して，州・地方教育行政・学校の「アカウンタビリティ」

を問う改革が進められている．とりわけ2002年に成立し

た No Child Left Behind Act（以下，「NCLB 法」とする）

を契機として，各州にはアカウンタビリティ制度を構築

することが要請され，児童・生徒の学業成績に関する

データ・システムや，学校改善の進捗状況に応じた報奨・

制裁措置が制度化された．これらの制度においては，児

童・生徒の学業成績の十分な向上が達成できなかった学

校は「要改善学校」とされ，学校改善が進まない場合に

は，教職員の入れ替えや学校形態の転換を含む外部の組

織・団体による支援・介入または制裁的措置が，段階的

に実施されることになる．

　しかし，こうした施策の効果には不十分さが見られ1)，

アカウンタビリティ制度の改訂を進める動きも出てきて

いる．例えば，2011年の「初等中等教育法の弾力化（ESEA 

Flexibility）」は，アカウンタビリティ制度の改革方針と

して，学校・地方教育当局の個別的なニーズに基づく支

援・介入システムの構築を提起した2)．この背景には，
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従来の「徐々に厳しくなる制裁措置を規定することで学

校改善を促進する」というアカウンタビリティを画一的

に適用することは適切でないとの認識がある3)．こうし

た再検討により，学校改善の文脈におけるアカウンタビ

リティの性質も変容していく可能性がある．

　米国教育界におけるアカウンタビリティは，学校教育

の成果に関する教育関係者の責任を包括的に追及するも

のとされ4)，責任が果たされない場合には「懲罰的措置」

が実施される．しかし，本来，米国におけるアカウンタ

ビリティという概念は，透明性，応答性，関係者の責任

等の様々な要素を含み込む概念であり5)，責任追及や懲

罰に留まらない多様な要素を含み込んだ用語となってい

る．また近年の教育行政・経営研究では，責任を通じた

関係性に着目して，アカウンタビリティを「管理者と教

職員の契約上の関係」と捉える研究6) も見られ，概念・

用語自体の再検討も進められつつある．本稿では，近年

の米国の研究に依拠しつつ，教育における責任を中心と

した透明性，応答性の要素を含むものとして，アカウン

タビリティの用語を用いることとする．

　これまで，NCLB 法に基づくアカウンタビリティ制度

を通じて実施される評価，制裁等が有する問題点等につ

いては，すでに研究が蓄積されている7)．また，学校認

証評価との関係でアカウンタビリティの概念を分析する

ものもある8)．しかしながら，NCLB 法の課題を踏まえ

たアカウンタビリティ制度の改革の分析は十分進めら

れているとは言えず，改革過程におけるアカウンタビリ

ティの在り方に着目した研究も少ない．

　そこで本稿では，カリフォルニア州のアカウンタビリ

ティ制度改革，具体的には2016年に導入された「アカウ

ンタビリティと継続的改善システム」の仕組みとその構

築過程を検討対象として，学校改善システムにおけるア

カウンタビリティ概念の占める位置と機能を析出するこ

とを目的とする．カリフォルニア州は，全米の中でも早

くからアカウンタビリティ制度を構築していた州だが，

2000年代半ば頃からは，学校を支援するための州や学区

レベルの学校支援機能を重視した政策を打ち出すなど，

連邦教育政策とは異なる路線を採用してきている．こう

した改革の過程について，州の行政資料や州教育省のス

タッフへのヒアリング，並びに調査において入手した資

料に基づいて分析する9)．

　本稿の構成は以下の通りである．1において，1990

年代からのカリフォルニア州における教育アカウン

タビリティ制度改革の経緯を整理する．次に2におい

て，2011年の「優れた学校への指針 (Blueprint for Great 

Schools)」を契機とした新たなアカウンタビリティ制度

の構築過程を整理する．そして3において「アカウンタ

ビリティと継続的改善のシステム」の内容を整理し，当

該システムにおけるアカウンタビリティ確保の仕組みを

析出する．以上を通して，カリフォルニア州の学校改善

システムにおけるアカウンタビリティの位置づけと機能

を明らかにするとともに，その特質を考察する．

1．カリフォルニア州のアカウンタビリティ制度改

革の経緯

　カリフォルニア州は，NCLB 法に先駆けて，教育にお

ける児童・生徒が達成すべき学業成績のスタンダードの

設定や，その達成に向けた学校関係者のアカウンタビリ

ティを問う「スタンダードに基づく改革」を進めていた

州の1つである．カリフォルニア州では，1990年代より，

主要教科におけるスタンダードの設定や標準テストの導

入，そして州全体のアカウンタビリティ制度の整備を通

じて，児童・生徒の学業成績を向上させるための施策が

打ち出されてきた．

　そうした中で，学校及び教員の「アカウンタビリティ

を確保」するとして成立したのが，1999年の「公立学

校アカウンタビリティ法（Public Schools Accountability 

Act）」（以下，PSAA と表記する．）である．PSAA で

は，児童・生徒に対する教育成果の指標である「学力指

数（Academic Performance Index)」（以下，API と表記

する．）や改善が必要な学校に対する「即時介入プログ

ラ ム（Immediate Intervention/Underperforming Schools 

Program）」（以下，II/USP と表記する），教育成果を示

した学校に対する報奨制度を規定している10)．PSAA に

よるアカウンタビリティ制度の中核は API であり，主

として第2学年から第11学年の児童生徒に対する標準テ

ストやハイスクールの卒業テストに基づいて測定されて

いた11)．

　PSAA の成立以降構築された主な学校・学区への介入

プログラムとして，①上述の II/USP，②「最優先の学

校に対する予算プログラム（High Priority School Grant 

Program）」（HPSGP と表記する），③「学校支援・介

入 チ ー ム（School Assistance and Intervention Teams）」

（SAIT と表記する），④「学区支援・介入チーム（District 

Assistance and Intervention Team）」（DAIT と 表 記 す

る），⑤「質の高い教育への投資法（Quality Education 

Investment Act）」（QEIA と表記する），が挙げられる．

それぞれの概要は表1の通りである．
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　1999年の PSAA 成立以降，カリフォルニア州では，II/

USP をはじめとして，個別学校に対する支援介入，ま

たは制裁措置を実施することで学校レベルの改善を促進

する施策を中心に実施してきた．特に州の基準に照らし

て改善の進まない学校に対しては，学校経営権限の他機

関への委譲やスタッフの入れ替え，チャータースクール

化等の，学校の存立を左右する懲罰的な制度が運用され

ていた．しかしながら，これらの制度については，支援・

介入や予算措置を受けた学校が，他の学校と比較して有

意に改善が進んだわけではなく12)，また，懲罰的な制度

が教職員の新たな実践の開発や長期的な実践を阻害して

いるとの指摘もある13)．

　こうした個別学校を対象とした学校改善システムに関

して，カリフォルニア州教育省は，以下のような総括を

行っている．第1に，州による学校への介入に依存した

プログラムは非効果的・非効率的であり，継続的な改善

を達成するために，体系的な変革を創出することのでき

る地方教育当局（Local Education Agency）が変革の中

心になる必要があること．第2に，明確な方針がないま

まに学校・学区に変革を求めるのではなく，学校の状況

を好転させるためのフレームワークを提供し，さらに追

加的な支援が必要となること．第3に，個別学校を対象

としたプログラムは，成功したとしてもそれが継続する

ことは稀であること14)．こうした課題はカリフォルニア

州の介入プログラムの実施過程で徐々に認識されていっ

たものであり，学区教育委員会レベルの学校支援機能を

開発する DAIT の制度設計には，この理念が反映されて

いる15)．

　このように，カリフォルニア州においては，2000年代

半ば頃より，個別学校への介入が持つ効果について再検

討が進められ，アカウンタビリティ制度の改革に向けた

基礎が築かれていったと考えられる．

2．カリフォルニア州におけるアカウンタビリティ

制度の転換

(1) 「優れた学校への指針（A Blueprint for Great Schools）」

の改革提言

　上記のような課題が認識される中，アカウンタビ

リティ制度の見直しが本格的に進んだのは，2010年

の Tom Torlakson の州教育長官就任以降のことである．

Torlakson は教職・州議会議員（民主党）を経験してき

た人物であり，教育長官就任後の最優先事項として教育

への投資の充実と子供のニーズに応じた資源配分を掲げ

ていた16)．また同時期には，Edmund Gerald Brown Jr．（民

主党）がカリフォルニア州知事に就任し，教育改革を後

押しすることとなった．Brown はオバマ政権下の「頂

点への競争」に対する批判を展開するなど，連邦教育政

策に反対の立場をとっていた．こうした政治情勢の中で，

カリフォルニア州では，連邦教育政策とは異なる路線を

採用している．

　アカウンタビリティ制度の転換を含む教育改革は，

2011年1月に編成された「転換への諮問チーム（Transition 

Advisory Team）」によって構想されていった17)．「転換

への諮問チーム」は，①アカウンタビリティと学校改善，

②カリキュラムとアセスメント，③就学前教育，④教育

支援と保護者・地域の参加，⑤教員の質，⑥学校の施設・

設備，⑦財政改革と効率性，⑧高等教育と中等教育の

連携，の8つの優先事項について審議を行った．そして

2011年8月，それぞれの領域について提言をまとめた「優

れた学校に向けた指針（A Blueprint for Great Schools）」

（以下，Blueprint と表記する）を発表した．

　Blueprint は，API に基づく州のアカウンタビリティ

制度について，児童生徒の幅広い教育成果の内，もっぱ

らテストの成績に依拠していることを批判した．また，

従来のアカウンタビリティ制度が，児童・生徒のもつ特

性のみに着目し，学校，家族，地域が持っている資源を

考慮していないこと，学校改善を促進するような学校や

学区の能力開発を進めるための情報や支援を提供できて

いないことも指摘している．これらの点を考慮に入れな

いままに単一の指標とそれに基づく報奨・制裁を行うこ

とは，学校を改善に導くことができないと認識されてい

たのである18)．そして学校教育を改善するためには，学

校や学区の能力（capacity）が必要であるとして，諮問チー

ムは，州のアカウンタビリティ制度に以下のような機能

表1：カリフォルニア州における主な学区・学校への支
援・介入プログラム

II/USP
（1999年）

成果を示せなかった学校に対して，学区に
よる介入措置と州による制裁的措置を実施
する．

HPSGP
(2001年）

最も成績の低い層の学校（lowest-achieving 
schools）に対して，児童・生徒1人当たり
400$ の予算措置を行う．

SAIT
(2002年）

地方教育行政スタッフや第3者機関による
個別学校への評価，改善に向けた提言を行
い，改善に向けた取り組みを実施する．

DAIT
(2006年）

州教育当局や州の認定を受けた第3者機関
による，地方教育事務所・学区教育委員会
の学校支援機能の開発を行う．

QEIA
(2007年）

API が下位20% 程度の学校に対して，クラ
スサイズの縮小や児童・生徒の学習環境の
改善に向けた予算措置を実施．

米国カリフォルニア州の学校改善システムにおけるアカウンタビリティの機能と特質
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を付与することを提言した19)．

①組織学習や幅広い分野の教育成果の継続的改善を促進

すること．

②成績の低い児童・生徒の教育成果の改善に重点を置く

こと．

③成果が十分でない学校や学区のニーズや能力を特定・

分析し，学校改善のための資源や支援を提供できるよ

うにすること．

④州と学区内の関係者（教育長，教育委員会，校長，教

師）といった行政系列の「縦のアカウンタビリティ」と，

地域（学校，企業，地域社会，郡の行政等）における「横

のアカウンタビリティ」のバランスを調整すること．

　こうしたアカウンタビリティ制度の見直しが進む中，

2014年以降は従来のアカウンタビリティ制度の中核で

あった API を算出しないことが州教育委員会により承

認された．これ以降，州教育省は API に替わる指標の

策定を含め，従来の学校への報奨・制裁を軸としたアカ

ウンタビリティ制度からの転換を図ってきた．

(2) 「優れた学校への指針 (A Blueprint for Great Schools) 

Ver. 2.0」の構想

　Blueprint による提言を受けて，その改革構想を実現さ

せるための制度改革が実行に移されていった．具体的な

改革としては，学区内の児童・生徒が抱える条件やニー

ズに合わせて資金を配分を図る教育財政制度である「地

方財政管理方式（Local Control Funding Formula）」20)（以

下，LCFF と表記する）が挙げられる．さらに，LCFF

の下で，学区教育委員会や郡教育局は当該地域の児

童・生徒への教育成果を改善するための計画である「地

方管理・アカウンタビリティ計画（Local Control and 

Accountability Plan）」（以下，LCAP と表記する）を策

定することが制度化された（California Education Code 

sections 52060(d), 52066(d), and 47605）．詳細について

は後述するが，これらのシステムは，Blueprint の構想

を受けて，アカウンタビリティ制度を報奨と制裁の規定

によって改善を誘発しようとする「テストと裁定」方式

から，学区教育委員会・学校の自律的な改善能力を開発

する「支援と改善」のアプローチ21) へと転換させる一

環として実施されたものである．

　そして2015年には，改革をさらに進めるために，「優

れた学校に向けた指針 (A Blueprint for Great Schools) 

Ver. 2.0」（以下，Blueprint Ver. 2.0と表記する）が策定さ

れ，新たな提言が行われることとなった．Blueprint Ver. 

2.0において，アカウンタビリティ制度の改革構想とし

て提示されているのが，「継続的改善とアカウンタビリ

ティシステム（Continuous Improvement and Accountability 

System）」である．ここでは，2011年の Blueprint を継承

しながら，新たなアカウンタビリティ制度の構築に向け

た具体的な法改正や教育成果の測定法，学校改善の支援

に向けた州教育省と地方教育委員会の役割について論じ

ている22)．

　こうしたアカウンタビリティ制度の改革を巡る議論を

踏まえ，2016年9月，州教育委員会は新たなアカウンタ

ビリティ制度として，「アカウンタビリティと継続的改

善システム（Accountability and Continuous Improvement 

System）」を導入することとした．

3．「アカウンタビリティと継続的改善システム」の

構造

(1) アカウンタビリティの枠組み

　カリフォルニア州における「アカウンタビリティ

と継続的改善システム（Accountability and Continuous 

Improvement System）」（以下，ACIS と表記する）の制

度理念としては，これまでの提言を踏まえて，多様な学

習成果の指標による教育成果，公正性，改善の検証，が

掲げられている．そして，地方教育行政や学校が公平な

学習環境を整備するために必要な資源や条件を明確化す

るとともに，標準テストのみに依拠することなく多様な

指標を用いることで児童・生徒の全面的な発達を目指す

としている23)．

　新たなアカウンタビリティ制度の導入に際して，カリ

フォルニア州ではアカウンタビリティという概念そのも

のの再検討も進められることとなった．ACIS の構想で

は，アカウンタビリティを以下のように定義している．

　アカウンタビリティとは「共同的な責任（shared 

responsibility）」であり，①児童・生徒に対して有意義

な学習成果を達成するために必要な学習経験や支援を提

供し，②学習や支援を提供するための能力，ツール，資

源がシステム全体で確保されるよう，教員，行政スタッ

フ，学校，児童・生徒，保護者，管理職，学区，地域，

郡教育局，州等の関係者の間で協働・情報共有を行うた

めのものである24)．

　上記のようなアカウンタビリティの定義の下，カリ

フォルニア州の ACIS は次のような原則に基づいて構築
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されることとなった25)．

①すべての児童・生徒の学習を支援する関係者間の責任

の共有．

②教育成果や公正性，改善状況，教育目標の達成状況を

総合的に測定するとともに，測定結果に応じて必要な

支援・介入システムを整備する．

③児童生徒の教育成果に影響を及ぼす多様な要因を分析

し，効果的な実践を特定・共有・促進するとともに，

非効果的な実践を改善する．

④システムの目的と学校改善の実施過程を教育関係者の

間で共有する．

⑤測定の結果を教育関係者や地域社会に対して報告す

る．

⑥アセスメントから得られた情報を活用し，改善の必要

に応じて支援・資源を提供する．

　このように，Blueprint 及び Blueprint Ver. 2.0を基に再

検討が進められたアカウンタビリティ制度の理念では，

児童・生徒への教育成果に対して，学校・家庭・地域・

教育行政等の関係者間の責任関係の構築や相互の協働に

重点を置いている．

(2) ACIS におけるアカウンタビリティを巡る制度

　カリフォルニア州の ACIS では，まず，「地方財政管

理方式（LCFF）」を全体の枠組みとして，児童・生徒の

置かれた状況や特別なニーズを把握するための「学校

ダッシュボード（The California School Dashboard）」を

活用していく26)．そして，これらを基にして，①学区内

の学校の管理運営の方針・計画である「地方管理・ア

カウンタビリティ計画（LCAP）」を策定するとともに，

改善が必要な学校には，②州教育省による支援システム

（Statewide System of Support）が適用される．

①「地方管理・アカウンタビリティ計画（LCAP）」

　LCFF の下で資金提供を受けている学区，郡教育局，

チャータースクールは3年間の「地方管理・アカウンタ

ビリティ計画（LCAP）」を策定し，この計画を毎年更新

していくこととなる（California Education Code（EDC）

§52060（a））． LCAP では，学区の児童・生徒およびサ

ブグループの児童・生徒が達成すべき目標と，その目標

を達成するための活動計画・予算を提示することとされ

る．目標設定においては，LCFF において設定されてい

る州の8つの重点事項，すなわち，①学校の基礎的条件

（教員の質，適切な教員配置，学校の施設・設備，教材・

教科書の活用状況），②主要教科におけるスタンダード

の実施，③保護者の参加，④児童・生徒の学業達成，⑤

児童・生徒の参加，⑥学校文化，⑦多様な教育課程の提

供，⑧多様な課程における教育成果，を踏まえる必要が

ある（EDC §52060　(d)）．LCAP は，学校の教育達成

状況の報告システムを合理化しつつ，既存の成果指標や

データを活用するものでもある．LCFF では教科に関す

るスタンダードや標準テストの成績状況だけでなく，多

様な指標が適用されることから，学区や州は，学業成績

に基づいたアカウンタビリティや単一指標の介入に依拠

するのではなく，多様な指標に照らした教育達成目標の

基準設定を行う27)．

　例えば，サンフランシスコ統合学区及びサンフランシ

スコ教育局は，LCAP において，①教育へのアクセスと

公正性の確保，②児童・生徒の学業成績の向上，③学校

教育の過程への関係者の参加によるアカウンタビリティ

の確保を中核として掲げている．そこでは，リーダーシッ

プや教授・学習活動の改善，児童・生徒に焦点化した学

習環境，学校・家庭・地域の連携等，「効果のある学校」

研究において提示された知見が掲げられ，これらの要素

を改善していくとしている．そしてこれらの方針に基づ

き，各学校は自律的な改善，保護者・地域との連携を進

めるとともに，学区教育委員会・教育局はそれを支援す

るための支援機構を整備することとしている28)．

　また，サンフランシスコ統合学区の取り組みに見られ

るように，LCAP の策定・実施過程では，地域における

教育を巡る多様な利害関係者の参加が要請される．法規

上参加が要請されるのは，校長や教員等の学校関係者，

当該地域の教員組合，保護者，児童生徒であり（EDC 

§52060(g)），その他に郡教育局のスタッフや学区に配

置された専門スタッフ，州教育省や地域住民の参加も推

奨される．こうした多様な関係者の参加を要請するこ

とは，学校教育を巡る関係者が責任を共有するととも

に，当該地域の教育に関する当事者意識を醸成する過程

（ownership process）であると位置づけられていた29)．

②州の支援システム（Statewide System of Support）

　LCAP や学校ダッシュボードを基に，学区や個別学校

の教育達成の状況が明確化され，改善が必要とされる場

合には，州による支援システムが適用される．カリフォ

ルニア州の学区・学校支援システムは，「教育を改善し，

教育機会と成果の格差是正に有効に対処できる地域の能

力（local capacity）を開発することによって，地方教育

米国カリフォルニア州の学校改善システムにおけるアカウンタビリティの機能と特質
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当局や学校が，1人1人の児童・生徒のニーズに適した教

育を行うこと」を目的としている30)．

　この地方教育当局や個別学校に対する支援システム

は，当該学区・学校のニーズに応じて，①全ての地方教

育当局・学校への支援，②個別学区・学校の状況やニー

ズに応じた支援（Differentiated Assistance），③深刻と

される場合の強力な介入（Intensive Intervention）とい

う3つのレベルで実施される31)．そして地方教育当局や

学校の状況に応じて，学校改善に向けた支援機関である

「カリフォルニア州教育卓越局（California Collaborative 

for Educational Excellence）」32) に配置された教育支援ス

タッフによるものを中心として，地方教育当局が自律的

に行う支援，州教育省のスタッフによる支援が学校に提

供される．原則として，介入の度合いが強くなるほど，

上級の行政機関や州レベルの学校改善関係組織による関

与がなされることになる．

　ここで提供される支援には5つの重点領域が設定され

ている（表2）．

表2：州による支援・介入モデル

重点領域 支援の概要

リーダーシッ
プ開発

学校の状況を改善できるスクールリー
ダーの養成・研修・採用を行う．スクー
ルリーダーへの職能開発を実施する．

教授・学習

1人1人の児童・生徒のニーズに応じた
教育活動を展開できるよう，在籍して
いる児童・生徒のデータを提供すると
ともに，教科別の教授法や地域社会の
ニーズを踏まえた指導法の確立を行う．

主要教科以外
の支援

生徒の非認知的能力の育成，児童・生
徒の学校参加，学校環境の改善等，教
科外の学校教育活動の改善を進める．

保護者・地域
の参加

学校・家庭・地域の連携強化に向けて，
当該学区・学校の教育状況を示すデー
タを提供するとともに，学校と保護者・
地域住民のコミュニケーションのため
のシステムを確立させる．

支援と監督
地方教育当局に設置される学校改善に
関わる部局との連携強化やガバナンス
体制の構築を行う．

（出典：California Department of Education, School Improvement 
Grant Section 1003(g) Cohort 4—Fiscal Years 2014, 2015, 
and 2016, 2016, pp．38-46に基づき筆者作成）

　これらは，従来のアカウンタビリティ制度における懲

罰的（punitive）な措置からの転換を背景として構築さ

れたものである．2016年以前，カリフォルニア州では学

校改善補助金（School Improvement Grant）に規定され

た介入（チャータースクール化等の学校形態の転換，ス

タッフの配置転換，閉校等）を実施していた．しかし連

邦教育省による学校改善補助金の使途に関する裁量拡大

や Blueprint 以降の構想を受けて，学校や当該学校を管

轄する学区が自律的に改善していけるよう，学区・学校

の一体的な能力開発が重視されるようになり，上記5つ

の支援モデルが「追加モデル（Additional Models）」と

して制度化されたという経過がある33)．こうしたことか

ら，ACIS において実施される支援は，学校の経営や教

授・学習を巡る諸条件を開発し，地方教育当局が管轄す

る学校を自ら支援する機能を整えることを重視した内容

となっていると考えられる．

おわりに

　本稿では，カリフォルニア州におけるアカウンタビ

リティ制度の改革過程を整理してきた．見てきたよう

に，カリフォルニア州では，Torlakson の教育長官就任，

Brown の州知事就任を受けて，アカウンタビリティ制

度の改革が進められていった．そこでは，教育成果の指

標の見直しやテストへの依存の解消と指標の多様化，学

校や教育行政機関の改善機能（capacity）の開発等の施

策が打ち出されてきている．これらの施策が，「テスト

と裁定」から「支援と改善」への移行であるとされてい

た．また，「優れた学校への指針」の策定過程においては，

幅広い学校教育の関係者が参加することで，学校教育を

めぐる利害関係者の合意形成が図られていた．結果とし

て，州の教員組合もカリフォルニア州の改革に対して一

定程度支持するなど34)，学校現場にも受容しやすいもの

となったと言える．

　以上のように，連邦教育政策とは異なる路線を採用す

る中で，アカウンタビリティ制度の重点が，褒賞と制裁

による学校改善の誘発から，学区教育委員会や学校の自

律的な改善機能を開発するための支援へと重点が移って

いった点に，カリフォルニア州の特質が認められる．そ

して，こうした過程で，カリフォルニア州では，アカウ

ンタビリティという概念の捉え直しが行われていた．

　カリフォルニア州では，アカウンタビリティという用

語について「共同的な責任（shared responsibility）」を

重視し，州―地方―学校の各レベルの学校教育関係者に

よる協働関係を創出しようとしている．中でも，LCAP

の策定・実施過程においては，当該地域の教育を巡る多

様な利害関係者の参加が要請され，学区単位の自律的な

学校改善が図られていた．それゆえ，カリフォルニア州

の制度改革において，アカウンタビリティという概念が，

学校改善に対する責任を核として教育関係者の関係構築
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の機能を果たすことが目指されている．

　こうした概念把握は，Marsh らが述べる「管理者と

教職員の契約上の関係」35)（Marsh et al． 2017:p．335）

に近い枠組みであると考えられる．しかしながら，カリ

フォルニア州の LCAP においては，「管理者」である学

区教育委員会や州教育省等もまた学校改善に責任を負う

主体として位置づけられており，単純な上下の委託・契

約関係では捉えられない．カリフォルニア州では，学校

改善を核として，関係者が相互に責任を共有するという

形態をとっていたと言える．本稿の検討からは，カリフォ

ルニア州の教育改革において，アカウンタビリティとい

う概念に利害関係者の関係構築や協働，責任の共有と

言った要素が含まれていることが示されている．これら

は，教育成果の測定と制裁による責任追及という NCLB

法型のアカウンタビリティにおいては，十分位置付けら

れていなかった要素であると言えよう．

　本稿では，カリフォルニア州のアカウンタビリティ制

度が転換しようとしていることを示してきたが，そこに

は課題も残されている．カリフォルニア州は依然として

初等中等教育法に基づく連邦からの資金を受け続けてお

り，初等中等教育法が想定する褒賞と制裁を軸とした

アカウンタビリティ制度の要件も満たすことが要請され

る36)．それゆえ，連邦教育政策から完全に独立したアカ

ウンタビリティ制度を採用することはできず，教育政策

上の限界が存在している．カリフォルニア州のシステム

が，連邦政策との調整によりどのように運用されていく

のか，動向を注視していく必要があろう．
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